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各都道府県消防主管部長 殿

消 防 庁 消 防 課 長

消 防 職 員 の 団 結 権 問 題 に つ い て（通知）

消防職員の団結権問題については、昭和４８年の第３次公務員制度審議会答申に基

づき公務員問題連絡会議において検討が行われてきたが、自治省においては、平成２

年１１月、同会議の了承を経て国内関係団体との間で協議を開始し、さらに平成６年

４月から消防庁も参画し、消防行政の円滑な運営にも配慮しつつ、適切な解決策を得

るべく協議を重ねた結果、本年５月に至り、別紙のとおり消防職員の意思疎通を図る

ための新たな組織として消防職員委員会（仮称）を設けること等を内容とする合意を

みたところである。

また、本年６月には第８２回ＩＬＯ総会が開催され、同総会の条約勧告適用委員会

において我が国の消防職員の団結権問題に関する個別審査が行われたところであるが、

その結果、我が国において、この問題の解決策として、今回、新たな仕組みを導入す

ることで合意したことを満足をもって歓迎するとともに、合意内容を反映した法改正

を行うこと等を要請する旨の報告書が採択されたところである。

今後消防庁においては、国内での協議経過やＩＬＯでの審議結果等を踏まえながら、

消防組織法の改正に向けて所要の措置を進める予定である。

ついては、この旨を貴管下消防本部に対してよろしく周知願いたい。



別紙

１ 各消防本部に消防職員の意思疎通を図るための新たな組織として、消防職員委員

会（仮称）を設けることとし、消防組織法を改正する。

この新たな組織は、消防職員から提出された改善意見について審議し、消防長に

意見を述べることとする。

新たな組織の運営等の基準は、消防庁が定める。

２ 地方公務員法の改正は行わない。

３ なお、自治大臣と自治労委員長は、従来と同様に、消防職員の勤務条件などにつ

いて定期的に話し合いを行うこととする。


